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中小事業者等取引公正化推進
アクションプラン

中小事業者等取引公正化推進
アクションプラン

主な下請法の執行強化

価格転嫁円滑化スキーム

　公正取引委員会は、令和３年12月、公正取引委員会を含む関係省庁において、「パートナーシップによる価
値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」が取りまとめられたことを踏まえ、令和４年３月、新たに「令和４
年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定しました。
　公正取引委員会は、今後も引き続き、関係省庁と緊密に連携を図り、中小事業者等から寄せられる情報も活
用し、体制強化を行いつつ、執行強化の取組を進め、独占禁止法・下請法違反行為に対して厳正に対処してい
きます。

農業者の方は国民年金の上乗せの公的な年金「農業者年金」に加入して安心で豊かな老後を！

【改正後の下請法運用基準の概要】
●次のような方法で下請代金の額を定めることは、買いたたきに該当するおそれがあります。
・労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、
  価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
・労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、下請事業者が取引価格の引
  上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で下請事業者に回
  答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。

　公正取引委員会では、下請事業者が匿名で、買いたたきなどの違反行為を行って
いると疑われる親事業者に関する情報を提供できる「違反行為情報提供フォーム」
を設置し、広く情報を受け付けております。
( URL：https://www.jftc.go.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=joho )

電話番号 0120-060-110
（不当な下請取引）ゼロゼロ110番

買いたたきの解釈の明確化

違反行為情報提供フォームの運用

● 下請法運用基準の改正

● 下請法Q&Aの公表
● 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口の運用、オンライン相談会の実施

【受付時間】10:00-17:00（土日祝日・年末年始を除く）

農業者年金 終身年金で安心！

https://www.nounen.go.jp/詳しくは・・・ 農業者年金基金

農業者年金の内容やご相談については、
最寄りの農業委員会かJA又は農業者
年金基金にお問合せください。

事務経費は国が負担しているため、払った保険料の全額が運用されます。
独立行政法人農業者年金基金
●専門相談員
TEL：03-3502-3199

ＪＡおきなわ
●本店組織活性部
TEL：098-831-5157

生涯を通じて税制面で大きな優遇措置があります。
● 支払った保険料は、同一生計の家族の分も含めて全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・個人住
　民税・復興特別所得税が節税になります。（支払った保険料の15％～30％程度が節税）。
● 保険料の運用益が非課税　　● 将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用されます。
● 死亡一時金は非課税です。

一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。
　認定農業者又は認定就農者で青色申告の方や、その方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など、
一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助（月額２万円の保険料のうち最高１万円、通算で最大２１６万
円）があります。
　この国庫補助は、経営継承など一定の要件を満たせば、将来特例付加年金として受給できます。また、経
営継承の時期についての年齢制限はなく、事情に応じて受給の時期を決められます。

　80歳前に死亡した場合には、80歳までに受け取る農業者老齢年金の現在価値相当額を一時金として遺族が受
け取れます。※加入期間等により保険料の払込額を下回る場合があります。

※ 上のケースは、通常加入で加入し、65歳までの運用利回りが2.5％、65歳以降の予定利率が0.30％となった場合の試算です。受給総額は65歳
　 の時点で想定される平均余命を考慮し、男性86.5歳、女性92歳まで生存した場合の金額です。
※ 運用利回りは、加入後の経済変動により上下します。制度発足以降の19年間（令和２年度まで）の運用利回りの平均は、年率2.97％です。
※ 予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ、令和４年度は0.30%となっています。
※ 各金額は単位未満を四捨五入により表示しています。
※ 保険料額１万円のケースについては、35歳未満は保険料月額１万円で加入し、35歳以降は月額２万円で加入した場合です。

農業者なら誰でも入れる「終身年金」です！

死亡一時金もあり安心

● 年間60日以上農業に従事している、国民年金の第1号被保険者（保険料免除者を除く。）である20歳以
　上60歳未満の方又は60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者が加入できます。

● 高齢農家世帯の家計費は、月額約２２万円というデータがあります。
　国民年金の支給額は、最大で一人あたり月約６万５千円。これを夫婦でもらっても毎月約10万円の赤字ですので、
　国民年金の上乗せ年金として農業者年金に加入しましょう。
● 農業者年金は、積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い。
● 農業者年金は、経営状況や老後の生活設計に応じて、保険料を加入後いつでも月２万円（35歳未満で政策支援
　加入の対象とならない方は１万円）～６万７千円の範囲で、千円単位で変更でき、年払いもできます。また、途中で
　脱退・再加入もできます。なお、脱退した場合、払った保険料は年金を受給するまで運用し続け、加入期間に関わ
　らず、年金として受給できます。（脱退一時金はありません。）

農業者年金に加入すれば～　農業者年金の受給額の試算

加入年齢 納付期間

20歳 40年

30歳 30年

40歳 20年
50歳 10年

2万円 480万円
2万円 240万円

30万円 25万円
13万円 11万円

642万円 680万円
286万円 303万円

1万円 660万円
2万円 720万円

45万円 38万円
50万円 43万円

968万円 1,024万円
1,085万円 1,148万円

1万円 780万円
2万円 960万円

58万円 49万円
76万円 64万円

1,243万円 1,315万円
男 性 女 性 男 性 女 性

1,635万円 1,730万円

保険料額 保険料
納付総額

年金額（年額） 想定される受給総額
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